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２ 障害者雇用状況報告 

 

障害者雇用状況報告書の提出義務と提出方法等について 

 

(1) 提出義務 

事業主は、障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和 35 年法律第 123 号。以

下「障害者雇用促進法」といいます。）第 43 条第７項に基づき、障害者の雇用

に関する状況について、毎年、厚生労働大臣に報告しなければならないことと

されています。 

報告義務のある事業主は、企業全体の常用雇用労働者（除外率により除外す

べき労働者を控除した数）が 40.0 人以上の事業主（独立行政法人、公団、公庫

等の一定の特殊法人（障害者の雇用の促進等に関する法律施行令別表第２に掲

げる法人）については常用雇用労働者が 36.0 人以上の事業主）です。 

（雇用している障害者数が０人の場合でも報告義務があります。） 
 

※ この報告をしない場合又は虚偽の報告をした場合は、障害者雇用促進法 

第 86 条第１号の規定により、罰則（30 万円以下の罰金）の対象となります。 

 

 

(2) 提出方法 

報告は、令和８年６月１日現在の状況を、障害者雇用状況報告書により企業

の主たる事業所（いわゆる本社）において、支社、支店等の分を取りまとめて、

本社の所在地を管轄する公共職業安定所（以下「安定所」といいます。）の長あ

てに、電子申請（１ページの「電子申請のご案内」を参照してください。）、郵送若し

くは持参により提出してください。(安定所から指示があった場合を除き、支社、

支店等において別途提出する必要はありません。雇用率算定に係る各種特例の

認定を受けている場合は、49 ページに記載されている「５ 雇用率算定に係る

特例を受けている場合の報告の方法」を参照し、親事業主又は事業協同組合等

で取りまとめ、認定に係る確認書類を添えて提出してください。） 

電子申請で提出する場合は、後の確認のため、報告したファイルの内容を印

刷し、事業主控として保管しておいてください。 

紙の報告書で提出される場合、報告書は３枚複写となっておりますので、正、

副の２枚を公共職業安定所長に提出し、事業主控は後の確認のため、保管して

おいてください。 
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(3) 報告書の活用 

ご提出いただいた報告は、障害者の雇用状況及び雇用率の達成状況を把握し、

今後の施策の検討に役立てるとともに、必要に応じ、各企業に対し安定所等に

よる助言・指導・調査等を行うための基本情報として用いられます。 

また、障害者雇用促進法第 49 条第２項に基づき、国は、対象障害者の雇用に

伴う経済的負担の調整並びにその雇用の促進及び継続を図るため、障害者雇用

納付金関係業務に関する事務を独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構

（以下「機構」といいます。）に行わせるものとされており、また、機構は、独

立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法（平成 14 年法律第 165 号）第 14

条に規定する業務を行うものとされており、これらの事務の効果的な実施のた

め、提出いただいた障害者雇用状況報告については、機構に提供することとし

ておりますので、あらかじめご了知ください。 

 

(4) 情報公開制度に係る留意事項 
 障害者雇用状況報告書又はこれに基づき作成された行政文書について、行政

機関の保有する情報の公開に関する法律（平成11年法律第42号）に基づく開示

請求が行われた場合、当該報告書における以下の欄以外は開示されることがあ

りますので、あらかじめご承知置きください。 

〔開示されない欄：37～44ページの記入例に太枠にて表記しています。〕 

・「Ｂ（又はＣ） 雇用の状況」における「常用雇用身体障害者、知的障害者

及び精神障害者の数」のすべての欄（「Ｃ（又はＤ。以下同じ。） 事業所

別の内訳」を含む。） 

・「計（⑪の(ﾇ)＋⑪の(ﾀ)＋⑪の(ﾈ)等」の「Ｃ 事業所別の内訳」の欄、「Ｄ

（又はＥ） 障害者の雇用の促進等に関する法律別表に掲げる種類別の身

体障害者数」のすべての欄（「Ｃ 事業所別の内訳」を含む。） 

・「Ｅ 障害者雇用推進者」のすべての欄（役職名及び氏名）及び「Ｆ（又は

Ｅ） 記入担当者」すべての欄（所属部課名及び氏名） 

 
(5) 独立行政法人の雇用状況について 

 独立行政法人については、障害者雇用促進法改正に係る国会審議における附

帯決議を踏まえ、集計結果の発表の際に個別の雇用状況を併せて公表しますの

で、あらかじめご了承ください。 

公表される項目は、「⑩(ﾆ)法定雇用障害者の算定の基礎となる労働者の数」、

「⑫計」、「⑬実雇用率」及び「⑭身体障害者、知的障害者又は精神障害者の不

足数」です。（いずれの項目も「Ｃ 事業所別の内訳」を除く。） 
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記入に当たっての注意事項 
 
１ 用語の定義について 

 

 (1) 常用雇用労働者 

 常用雇用労働者とは、雇用契約の形式如何を問わず、１週間の所定労働時間が20時間以上

の労働者であって、次の①～④のように１年を超えて雇用される者（見込みを含みます。）

をいいます。なお、１週間の所定労働時間が20時間未満の方については、障害者雇用率制度

上の常用雇用労働者の範囲には含まれません。 
 

※ 昼間学生や２つの事業主に雇用されている労働者、Ａ型事業所（障害者の日常生活及び社

会生活を総合的に支援するための法律施行規則（平成18年厚生労働省令第19号）第６条の1
0に規定する就労継続支援Ａ型の事業を実施する事業所をいう。以下同じ。）に雇用される

労働者であっても、週所定労働時間が20時間以上である労働者は常用雇用労働者となりま

す。 
※ 外国人労働者（技能実習、特定技能を含む）についても常用雇用労働者に含まれます。 
 

① 雇用期間の定めのない労働者 

② １年を超える雇用期間を定めて雇用されている者 
③ 一定期間（１か月、６か月等）を定めて雇用される者であり、かつ、過去１年を超える

期間について引き続き雇用されている者、又は雇入れのときから１年を超えて引き続き雇

用されると見込まれる者（１年以下の期間を定めて雇用される場合であっても、更新の可

能性がある限り、該当します。） 
④ 日々雇用される者であって、雇用契約が日々更新されている者であり、かつ、過去１年

を超える期間について引き続き雇用されている者又は雇入れのときから１年を超えて引き

続き雇用されると見込まれる者（上記③同様。） 
 

※ なお、「雇入れのときから１年を超えて引き続き雇用されると見込まれる者」は、次

の(ｲ)又は(ﾛ)のいずれかに該当するものをいいます。 

 (ｲ) 雇用契約書、雇入れ通知書等において、その雇用が更新される旨又は更新される場

合がある旨が明示されている場合 

   ただし、更新回数等の上限が併せて明示されていることにより、１年を超えて雇用

されないことが明らかな場合はこの限りではありません（(ﾛ)に該当する実態にある

場合を除きます。） 

  (ﾛ) 雇用契約書、雇入れ通知書等において、その雇用が更新されない旨が明示されてい

る場合又は更新の有無が明示されていない場合であって、類似する形態で雇用されて

いる他の労働者が１年を超えて引き続き雇用されている等の更新の可能性がある実態

にある場合 
 

また、以下の労働者については取扱いにご留意ください。 
・ 「出向中」の労働者は、原則として、その者が生計を維持するのに必要な主たる賃金を

受ける事業主の労働者として取り扱います。なお、当該必要な主たる賃金を受ける事業主

についての判断が困難な場合は、雇用保険の取扱いを行っている事業主の労働者として取
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り扱って差し支えありません。 

・ 「休業中」の労働者（育児休業等含む。）は、現実かつ具体的な労務の提供がなく、 

そのため給与の支払いを受けていない場合もありますが、事業主との労働契約関係は維持

されているので、常用雇用労働者に含まれます。 
・ 外国にある支社、支店、出張所等に勤務している労働者は、日本国内の事業所から派遣

されている場合に限り、その事業主の雇用する労働者とします。したがって、現地で採用

している労働者は含みません。 
・ 生命保険会社の外務員等については、雇用保険の被保険者として取り扱われているかど

うかによって判断してください。 
・ いわゆる登録型の派遣労働者の場合、契約期間に多少の日数の隔たりがあっても、同一

の派遣元事業主と雇用契約を更新又は再契約して引き続き雇用されることが常態となっ

ている場合には、常用雇用労働者に含まれる場合があります。具体的には次に掲げる基準

を全て満たす場合は常用雇用労働者に含まれます。 
   ① 雇用されている期間が年間328日を超えていること。 
   ② 雇用契約の終了から次の雇用契約の締結までの間隔が、おおむね３日以下であること。 
   ③ 雇用契約期間中に離職や解雇がないこと。 
   ④ １週間の所定労働時間が20時間以上であること。 
    また、事業所と最初の雇用契約を締結した日から１年を経過していない派遣労働者であ

って、上記①～④の基準を満たし、かつ今後雇用契約期間が断続しないと見込まれること

により最初の雇用契約を締結した日から１年以上引き続き雇用されると見込まれる場合

は常用雇用労働者に含まれる場合があります。 

・ 65歳以上の労働者であっても、常用雇用労働者に含まれます。 

 

 (2) 短時間労働者 

 短時間労働者とは、常用雇用労働者のうち、１週間の所定労働時間が20時間以上30時間未

満である者をいいます。 

 
(3)  特定短時間労働者 

   特定短時間労働者とは、短時間労働者のうち、１週間の所定労働時間が10時間以上20時間

未満である者をいいます。障害者雇用率の算定にあたり、分母である常用雇用労働者の範囲に

特定短時間労働者は含まれませんが、分子である常用雇用障害者として、以下の「重度身体障

害者」、「重度知的障害者」、「精神障害者」である特定短時間労働者がその範囲に含まれま

す（就労継続支援Ａ型の利用者は除きます。）。    
 

 (4) 身体障害者、重度身体障害者 

    報告の対象となる「身体障害者」とは、原則として身体障害者福祉法（昭和24年法律第283

号）に規定する身体障害者手帳の等級が１級から６級に該当する方及び７級に該当する障害

が２以上重複する方です。 

「重度身体障害者」とは、このうち１級又は２級とされる方及び３級に該当する障害を２

以上重複して有すること等によって２級に相当する障害を有するとされる方です。（参考２） 
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 (5) 知的障害者、重度知的障害者 

報告の対象となる「知的障害者」とは、児童相談所、知的障害者福祉法（昭和35年法律第3

7号）第９条第６項に規定する知的障害者更生相談所、精神保健及び精神障害者福祉に関する

法律（昭和25年法律第123号）第６条第１項に規定する精神保健福祉センター、精神保健指定

医（以下「知的障害者判定機関等」といいます。）又は障害者雇用促進法第19条の障害者職業

センターにより知的障害者と判定された方です。 

 「重度知的障害者」とは知的障害者のうち知的障害の程度が重いと判定された方をいいま

す。具体的には、次のいずれかの場合に、重度知的障害者に該当します。 

・ 療育手帳で程度が「Ａ」とされている方 
・ 療育手帳の「Ａ」に相当する程度（特別障害者控除を受けられる程度等）とする判定書を

もらっている方（上記の知的障害者判定機関等による判定書が対象です。） 
・ 障害者職業センターにより「重度知的障害者」と判定された方（障害者介助等助成金、特

定求職者雇用開発助成金、職場適応訓練の適用等に当たって行われている「知的障害の程

度が重い」範囲と同様の範囲で判定が行われます。） 
 

 (6) 精神障害者 

    報告の対象となる「精神障害者」とは、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方で

す。 

 
２ 常用雇用労働者である障害者のカウントの方法について 

 対象となる障害者を１人雇用している場合のカウント数は、次のとおりです。 

 

 

常用雇用労働者            

 

短時間労働者 

 

 特定短時間労働者（※２） 

週所定労働時間 30時間以上 20 時間以上 30 時間未満 10 時間以上 20 時間未満 

身体障害者 １ 0.5 － 

 重 度 ２ １ 0.5 

知的障害者 １ 0.5 － 

 重 度 ２ １ 0.5 

精神障害者 １ １（※１） 0.5 

※１ 精神障害者である短時間労働者については、令和５年４月１日からの精神障害者の算定

特例の延長に伴い、当分の間、雇入れからの期間等に関係なく、１人とカウントします。 

※２ 令和６年４月より短時間労働者のうち週所定労働時間が10時間以上20時間未満の重度

身体障害者、重度知的障害者及び精神障害者の方についても、0.5人とカウントします。（就

労継続支援Ａ型の利用者は除く。） 
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３ 障害者雇用状況報告書の記入上の留意点 

(1) Ｃ（又はＤ）「事業所別の内訳」欄 
 報告対象の企業に属する本社、支社、支店、営業所、工場、事務所等について、記入してい

ただきますが、除外率が設定されている事業所等の有無により、取扱いが異なりますので、次

のイ、ロに従い記入してください。 
 なお、特例子会社の認定、関係会社特例の認定、企業グループ特例の認定及び事業協同組合

等特例の認定を受けている事業主については、５(1)～(4)に従い記入してください。 

イ ロに該当する企業以外の企業（Ｐ41～44参照） 
 Ｃ（又はＤ）「事業所別の内訳」欄の記入は不要です。当該企業に属する全ての事業所の

雇用状況の合計を「合計」欄に記入してください。 
ロ 次のいずれかに該当する企業（Ｐ37～40参照） 

①除外率が設定されている事業所がある企業 

  ②特例子会社の認定を受けている企業 

  ③Ａ型事業所がある企業 

 当該企業に属する本社、支社、支店、営業所、工場、事務所等全ての事業所について、Ｃ

（又はＤ）「事業所別の内訳」欄に記入してください。 
場所的に分散しているものであっても、出張所、支所等で、規模が小さく、組織的関連な

いし事務能力からみて一つの事業所という程度の独立性がないもの（雇用保険非該当施設な

ど）は、直近上位の組織に包括して一つの事業所として記入してください。ただし、支所等

の事業の内容により異なる除外率が設定されている場合はそれぞれの支所等について記入

してください。 

また、一つの事業所で二以上の業種にわたる事業が行われている場合は、当該事業に従事

する労働者の数が最も多い事業を当該事業所の事業としてください。 

「⑥（又は⑯）事業所の区分」欄は、下記より該当するものを選択し、番号を記入してくだ

さい。 

１：特例子会社に含まれる事業所  ２：Ａ型事業所 

３：上記１及び２以外  

 
(2) 内訳の記載欄が不足する場合 

 電子申請の場合は、事業所の内訳及び事業主ごとの内訳については 10 か所分の報告ができる

欄を設けておりますが、事業所数又はグループ内の特例認定を受けた事業主数が 10 か所を超え

るときには「ページ追加」ボタンを押下して報告書様式を追加してください。また、複数回の申

請はできませんので、必ず全ての申請書を一度に提出してください。 

紙の報告書で提出される場合、事業所数が５か所を超える場合には、同封の別紙様式をご使用

ください（事業所数が５か所以下の場合は、別紙様式の提出は不要です。）。 

 

(3) ⑩(ﾛ)短時間労働者について、１人をもって0.5人の労働者とみなすため、⑩(ﾊ)「常用雇用

労働者の数」欄は高年齢者雇用状況等報告書における⑮欄「常用労働者数」と異なる数字にな

る場合がありますので、ご注意ください。 

  また、⑩(ロ)「短時間労働者の数」欄には、特定短時間労働者は含まれませんので、ご注意

ください。 
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 (4) ２つ以上の障害がある労働者については、いずれか一方の障害（主たる障害）についての

み記入してください。なお、いずれか一方の障害（主たる障害）とは、当該労働者にとって、

最も職業生活に相当の制限を与え、又は職業生活を営むことを著しく困難なものとしている

障害を指します。 

 

(5) Ｄ（又はＥ)「障害者の雇用の促進等に関する法律別表に掲げる種類別の身体障害者数」に

ついては、身体障害者の実人数（⑪欄(ﾎ)、(ﾍ)、(ﾄ)、(ﾁ)、(ﾘ)に記入の者）について、以下

の分類表に沿ってご記入ください。 

視覚障害者 視力障害、視野障害 

聴覚又は平衡機能障害者 聴覚機能障害、平衡機能障害 

音声・言語・そしゃく機能障害者（法律別表第３号） 

肢体不自由者 
上肢不自由、下肢不自由、体幹機能障害、 

上肢機能障害、移動機能障害 

内部障害者 

心臓機能障害、じん臓機能障害、 

呼吸器機能障害、 

ぼうこう又は直腸機能障害、 

小腸機能障害、免疫機能障害、 

肝臓機能障害 

 ※複数の障害がある場合は上記(4)と同様に主たる障害のみ計上してください。 
※障害程度の区別は不要です。 

 
(6) Ｅ「障害者雇用推進者」の役職名及び氏名については、安定所において障害者雇用に関す

る指導等を行う際に連絡先として使用し、それ以外の用途に使用することはございません。 
 Ｆ「記入担当者」の所属部課名及び氏名については、記入内容の確認を行う際に連絡先と

して使用し、それ以外の用途に使用することはございません。 

 なお、氏名の記載にあたっては、旧氏を使用することも可能です。 
 

４ 障害者雇用推進者 

 障害者の雇用の促進のための企業における諸条件整備、雇入れ等に係る国との連絡調整の責

任者として障害者雇用推進者を選任していただくようお願いします。 
 「障害者雇用推進者」は障害者の雇入れ、雇用管理等の責任者で、例えば人事労務を担当す

る部長クラスの方などが選任されることが望ましいものです。（障害者雇用促進法第78条第２

項） 

 
５ 雇用率算定に係る特例を受けている場合の報告の方法 

特例の種類によって、提出する様式が異なります。以下の(1)～(4)に該当するもの及び各様

式の裏面の注意書き（電子申請の場合、様式ファイルの別シートに記載されています）を参照の

上、一般事業主の場合に準じて記入・提出してください。 

報告書の様式のほか、認定に係る確認書類を添えて提出していただく必要があります。電子

申請の場合、報告書の様式（申請画面に掲載されているExcelファイル）に加え、認定に係る確
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認書類のファイル（PDFなど）を添付して提出してください。 

 

(1) 障害者雇用促進法第44条による子会社特例の認定を受けた事業主 

障害者雇用促進法第44条による子会社特例の認定（以下「特例子会社の認定」といいます。）

を受けた親事業主は、本社において特例子会社の分もとりまとめて、認定に係る確認書類（親

事業主の直近の有価証券報告書の写し・附属明細書の写し、特例子会社の株主名簿又は出資口

数名簿等並びに、親会社からの出向従業員の数及びその主な職名等親事業主との人的交流に関

する直近の事業年度の末日における状況を示す資料）を添えて本社の所在地を管轄する公共職

業安定所長あてに一括して提出してください。（安定所から指示があった場合を除き、子会社

において別途提出する必要はありません。）      

記入の際は「様式第６号 障害者雇用状況報告書」を使用し、親事業主において本社、支社、

営業所、工場、事務所等全ての事業所について記入してください。また、特例子会社について

は、事業所等と同様にＣ欄に記入の上「⑥事業所の区分」欄に「１」と記入してください。 

 
(2) 障害者雇用促進法第45条による関係会社特例の認定を受けた事業主 

障害者雇用促進法第45条による関係会社特例の認定(以下「関係会社特例の認定」といいま

す。）を受けた親事業主は、本社において子会社及び関係会社の分をとりまとめ、認定に係る

確認書類（親事業主の直近の有価証券報告書の写し・附属明細書の写し、関係会社の株主名簿

又は出資口数名簿等並びに、認定申請時に提出した関係会社概要書の記載事項に応じて、関係

会社から派遣されている役員の氏名・役職名･略歴、関係会社からの出向従業員の数･その主な

職名等関係会社との人的交流の状況を証明するもの又は特例子会社の直近の事業年度におけ

る関係会社からの受注(売上げ)実績を証明するもの及び現在の事業年度における発注計画書）

を添えて本社の所在地を管轄する公共職業安定所長あてに提出(※)してください。(安定所か

ら指示があった場合を除き、子会社及び関係会社において別途提出する必要はありません。） 

記入の際は「様式第６号の２(1) 障害者雇用状況報告書（法第45条の認定を受けた事業主

用、事業主別）」（以下「事業主別様式」といいます。）及び「様式第６号の２(2) 障害者雇

用状況報告書（法第45条の認定を受けた事業主用、グループ全体）」（以下「グループ様式」

といいます。）を使用し、以下のとおり記入してください。 

・ 事業主別様式の記入 
 グループ内の各企業について１枚ずつ記入（例えば、特例子会社１社及び関係会社２社に

ついて関係会社特例の認定を受けている場合は、親会社で１枚、特例子会社で１枚、関係会

社２枚で、合計４枚に記入することになります。）してください。 

左上の雇用保険適用事業所番号記載欄は、各企業（親事業主分については親事業主、特例

子会社・関係会社については当該特例子会社・関係会社）の適用事業所番号を記入してくだ

さい。 

それぞれの企業について、「Ｄ 事業所別の内訳」欄の記入については、３(1)のイ又は

ロのいずれか該当するものに従ってください。 

・ グループ様式の記入 
  当該グループに属する親会社、特例子会社及び関係会社について記入してください。 

左上の雇用保険適用事業所番号記載欄は、親事業主の雇用保険適用事業所番号を記入して

ください。 

また、「⑥親事業主・特例子会社・関係会社の別」欄は、下記より該当するものを選択し、 
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番号を記入してください。 

１：Ａ型事業所を含まない親事業主  ２：Ａ型事業所を含む親事業主 

３：特例子会社  ４：Ａ型事業所を含まない関係会社  ５：Ａ型事業所を含む関係会社 

※ 事業主別様式とグループ様式の両方及び認定に係る確認書類を一括して提出してくださ

い。 

 

(3) 障害者雇用促進法第45条の２による企業グループ特例の認定を受けた親事業主 

障害者雇用促進法第45条の２による企業グループ特例の認定(以下「企業グループ特例の認

定」といいます。)を受けた親事業主は、本社において関係子会社の分をとりまとめ、認定に係

る確認書類（親事業主の直近の有価証券報告書の写し・附属明細書の写し、関係会社の株主名

簿又は出資口数名簿等並びに、認定申請時の提出した関係子会社概要書の記載事項に応じて、

関係子会社から派遣されている役員の氏名・役職名･略歴、関係子会社からの出向従業員の数･

その主な職名等関係子会社との人的交流の状況を証明するもの又は発注先となる関係子会社

の直近の事業年度における関係子会社からの受注(売上げ)実績を証明するもの及び現在の事

業年度における発注計画書）を添えて本社の所在地を管轄する公共職業安定所長あてに提出

(※)してください。(安定所から指示があった場合を除き、関係子会社において別途提出する必

要はありません。) 

記入の際は「様式第６号の３(1)障害者雇用状況報告書（法第45条の２の認定を受けた事業主

用、事業主別）」（以下「事業主別様式」といいます。）及び「様式第６号の３(2)障害者雇用

状況報告書（法第45条の２の認定を受けた事業主用、グループ全体）」（以下「グループ様式」

といいます。）を使用し、以下のとおり記入してください。 
・ 事業主別様式の記入 

 グループ内の各企業について１枚ずつ記入（例えば、関係子会社４社について企業グループ

特例の認定を受けている場合は、親事業主で１枚、関係子会社で４枚、合計で５枚に記入する

ことになります。）してください。 

左上の雇用保険適用事業所番号記載欄は、各企業（親事業主分については親事業主、関係

子会社については当該関係子会社）の適用事業所番号を記入してください。 

それぞれの企業について、「Ｄ 事業所別の内訳」欄の記入については、３(1)のイ又はロの

いずれか該当するものに従ってください。 

ロに該当し「Ｄ 事業所別の内訳」欄の記入が必要な企業の場合、「⑮事業所の区分」欄に

は、Ａ型事業所がある場合は「１」、それ以外は「２」を記入してください。 
・ グループ様式の記入 

当該グループに属する親事業主及び関係子会社について記入してください。 

左上の雇用保険適用事業所番号記載欄は、親事業主の雇用保険適用事業所番号を記入して

ください。 

また、「⑥親事業主・関係子会社の別」欄は、下記より該当するものを選択し、番号を記 

入してください。 

１：Ａ型事業所を含まない親事業主   ２：Ａ型事業所を含む親事業主 

３：Ａ型事業所を含まない関係子会社  ４：Ａ型事業所を含む関係子会社 

※ 事業主別様式とグループ様式の両方及び認定に係る確認書類を一括して提出してくださ

い。 
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(4) 障害者雇用促進法第45条の３による事業協同組合等特例の認定を受けた事業協同組合等 

障害者雇用促進法第45条の３による事業協同組合等特例の認定(以下「事業協同組合等特例

の認定」といいます。)を受けた事業協同組合等は、事業協同組合等において特定事業主の分を

とりまとめ、認定に係る確認書類（事業協同組合等に係る許可証等、組合員名簿等の写し並び

に、特例申請時に提出した特定事業主概要書の記載事項に応じて、特定事業主から派遣されて

いる役員の氏名・役職名・略歴、特定事業主からの出向従業員の数・その主な職名等事業協同

組合等との人的交流の状況を証明するもの又は発注先となる事業協同組合等の直近の事業年

度における特例事業主からの受注（売上げ）の実績を証明するもの及び現在の事業年度におけ

る発注計画書）を添えて事業協同組合等の所在地を管轄する公共職業安定所長あてに提出(※)

してください。(安定所から指示があった場合を除き、特定事業主において別途提出する必要は

ありません。） 
記入の際は「様式第６号の４(1) 障害者雇用状況報告書（法第45条の３の認定を受けた事業

協同組合等用、事業主別）」（以下「事業主別様式」といいます。）及び「様式第６号の４(2)

 障害者雇用状況報告書（法第45条の３の認定を受けた事業協同組合等用、グループ全体）」

（以下「グループ様式」といいます。）を使用し、以下のとおり記入してください。 

・ 事業主別様式の記入 
事業協同組合等特例の対象となる各企業について１枚ずつ記入（例えば、特定事業主４社に

ついて事業協同組合等特例の認定を受けている場合は、事業協同組合等で１枚、特定事業主で

４枚、合計５枚に記入することになります。）してください。 

事業協同組合等のうち、特定有限責任事業組合は、当該特定有限責任事業組合の組合員の肩

書付名義で雇用契約を締結した労働者を、特定有限責任事業組合が実際に雇用する労働者とみ

なして記入してください。 

左上の雇用保険適用事業所番号記載欄は、各企業（事業協同組合等については事業協同組

合等、特定事業主については特定事業主）の適用事業所番号を記入してください。 

それぞれの企業について、「Ｄ 事業所別の内訳」欄の記入については、３(1)のイ又はロの

いずれか該当するものに従ってください。 

ロに該当し「Ｄ 事業所別の内訳」欄の記入が必要な企業の場合、「⑮事業所の区分」欄に

は、Ａ型事業所がある場合は「１」、それ以外は「２」を記入してください。 

・ グループ様式の記入 
 認定を受けている事業協同組合等及び特定事業主について記入してください。 

左上の雇用保険適用事業所番号記載欄は、事業協同組合等の雇用保険適用事業所番号を

記入してください。 

「⑥事業協同組合等・特定事業主の別」欄は、下記より該当するものを選択し、番号 

を記入してください。 

１：事業協同組合等  ２：Ａ型事業所を含まない特定事業主 

３：Ａ型事業所を含む特定事業主 

※ 事業主別様式とグループ様式の両方及び認定に係る確認書類を一括して提出してくださ

い。 
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特定身体障害者雇用状況報告の提出について 
 
 (1) 令和８年６月１日現在で、特定職種（あん摩マッサージ指圧師）として雇用する労働者が５

人以上いる事業主は、「特定身体障害者雇用状況報告書」を企業の主たる事業所（いわゆる本

社）を管轄する公共職業安定所長まで提出してください。 
 (2) 特定職種とは、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律（昭和22年法律

第217号）に規定するあん摩マッサージ指圧師をいいます。 
 (3) 特定身体障害者とは、身体障害者福祉法施行規則における３級以上の視覚障害がある方をい

います。 
 (4) 特定身体障害者雇用状況報告については電子申請の対象とはなっておりません。 
 

※  特定職種の労働者の雇い入れについては、特定身体障害者が特定身体障害者雇用率（70％）以上

であるように努めなければなりません。 

 

〔 記 入 例 〕 
 

特定身体障害者雇用状況報告書 
 
 

                                        令和８年６月１日現在 
 
  事業主氏 名又は 名称  東京霞ヶ関医院  

 住 所 又 は 所 在 地  東京都千代田区霞が関1-2-2  TEL 03-5253-1111 

 ①特定職種の常用労働者の総数  ② 特 定 身 体 障 害 者 数  ③実雇用率（②／①×100 ） 

                          人 
 
 

 １２ 

                            人 
 
 

 ９ 

                             ％ 
 
 

 75.00 

 
 （記載注意） 

(1) 当該企業に属する本社、支社、支店、営業所、工場、事務所等すべての事業所の合計数を記載すること。 
(2) 「①特定職種の常用労働者数の総数」欄は、常用労働者のうち特定職種（あん摩マツサージ指圧師、はり 
師、きゆう師等に関する法律（昭和22年法律第217号）に規定するあん摩マツサージ指圧師をいう。）に従事す

る者の数を記載すること。 
(3) 「②特定身体障害者数」欄には①欄のうち身体障害者福祉法施行規則における３級以上の視覚障害のある 
者の数を記載すること。 

(4) 「③実雇用率」欄は、小数点以下第３位を四捨五入した数を記載すること。 



参考１

日 本 標 準

産 業 分 類 番 号

02 林業（狩猟業を除く。） 25
     051 金属鉱業 30
     052 石炭・亜炭鉱業 40

　　    Ｄ 建設業 10
22 鉄鋼業 10

　　 231 非鉄金属第１次製錬・精製業 5
42 鉄道業 20
43 道路旅客運送業 45
44 道路貨物運送業 10

　　 481 港湾運送業 15
     482 貨物運送取扱業（集配利用運送業を除く。） 5

49 郵便業（信書便事業を含む。） 10
     811 幼稚園 50
     812 小学校 45
     815 特別支援学校（専ら視覚障害者に対する教育を行う学校を除く。） 35
     816 高等教育機関 20
     819 幼保連携型認定こども園 50

83 医療業 20
     853 児童福祉事業 30

      8542 介護老人保健施設 20
      8543 介護医療院 20
     923 警備業 15

　　　　　　 船員等による船舶運航等の事業 70

除外率設定業種

除　　　外　　　率

備考　 除外率設定業種欄に掲げる業種のうち林業（狩猟業を除く。）、特別支援学校（専ら視覚障害者に対する教育を
　　　　 行う学校を除く。）及び船員等による船舶運航等の事業以外の業種は、日本標準産業分類（令和５年総務省告
　　　 　示第256号）において分類された業種区分によるものとする。

除外率（％）
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参 考 ２
身体障害者障害程度等級表

障害が２以上重複する場
１級〔重度身体障害者〕 ２級〔重度身体障害者〕 ３級 合、重度身体障害者、そ

の他の場合、身体障害者

視力の良い方の眼の視力（万国 １ 視力の良い方の眼の視力が １ 視力の良い方の眼の視力が
式試視力表によって測ったものを 0.02以上0.03以下のもの 0.04以上0.07以下のもの（２級

視 覚 障 害 いい、屈折異常のある者について ２ 視力の良い方の眼の視力が の２に該当するものを除く。）
は、矯正視力について測ったもの 0.04かつ他方の眼の視力が手動 ２ 視力の良い方の眼の視力が
をいう。以下同じ。）が0.01以下 弁以下のもの 0.08かつ他方の眼の視力が手動
のもの ３ 周辺視野角度（Ⅰ／４視標に 弁以下のもの

よる。以下同じ。）の総和が左 ３ 周辺視野角度の総和が左右眼
右眼それぞれ80度以下かつ両眼 それぞれ80度以下かつ両眼中心
中心視野角度（Ⅰ／２ 視標に 視野角度が56度以下のもの
よる。以下同じ。）が28度以下 ４ 両眼開放視認点数が70点以下
のもの かつ両眼中心視野視認点数が40

４ 両眼開放視認点数が70点以下 点以下のもの
かつ両眼中心視野視認点数が20
点以下のもの

両耳の聴力レベルがそれぞれ 1 両耳の聴力レベルが90デシベル
の平聴 聴 覚 障 害 00デシベル以上のもの（両耳全ろ 以上のもの（耳介に接しなければ
障衝覚 う） 大声語を理解し得ないもの）
害機又
能は 平 衡 機 能 障 害 平衡機能の極めて著しい障害

音 声 機 能 、 言 語 機 能 又 は 音声機能、言語機能又はそしゃ
そ し ゃ く 機 能 の 障 害 く機能の喪失

１ 両上肢の機能を全廃したもの １ 両上肢の機能の著しい障害 １ 両上肢のおや指及びひとさし
２ 両上肢を手関節以上で欠くも ２ 両上肢のすべての指を欠くも 指を欠くもの
の の ２ 両上肢のおや指及びひとさし

３ １上肢を上腕の２分の１以上 指の機能を全廃したもの
上 肢 で欠くもの ３ １上肢の機能の著しい障害

４ １上肢の機能を全廃したもの ４ １上肢のすべての指を欠くも
の

５ １上肢のすべての指の機能を
肢 全廃したもの

体 １ 両下肢の機能を全廃したもの １ 両下肢の機能の著しい障害 １ 両下肢をショパー関節以上で
２ 両下肢を大腿の２分の１以上 ２ 両下肢を下腿の２分の１以上 欠くもの

不 下 肢 で欠くもの で欠くもの ２ １下肢を大腿の２分の１以上
で欠くもの

自 ３ １下肢の機能を全廃したもの

由 体幹の機能障害により坐ってい １ 体幹の機能障害により坐位又 体幹の機能障害により歩行が困
ることができないもの は起立位を保つことが困難なも 難なもの

体 幹 の
２ 体幹の機能障害により立ち上
がることが困難なもの

上肢 不随意運動・失調等により上肢 不随意運動・失調等により上肢 不随意運動・失調等により上肢
乳幼児期以 を使用する日常生活動作がほとん を使用する日常生活動作が極度に を使用する日常生活動作が著しく
前の非進行 機能 ど不可能なもの 制限されるもの 制限されるもの
性の脳病変
による運動 移動 不随意運動・失調等により歩行 不随意運動・失調等により歩行 不随意運動・失調等により歩行
機能障害 が不可能なもの が極度に制限されるもの が家庭内での日常生活活動に制限

機能 されるもの

心臓の機能の障害により自己の 心臓の機能の障害により家庭内
心 臓 機 能 障 害 身辺の日常生活活動が極度に制限 での日常生活活動が著しく制限さ

されるもの れるもの
く直心
は腸臓 じん臓の機能の障害により自己 じん臓の機能の障害により家庭
肝、、 じ ん 臓 機 能 障 害 の身辺の日常生活活動が極度に制 内での日常生活活動が著しく制限
臓小じ 限されるもの されるもの
の腸ん
機、臓 呼吸器の機能の障害により自己 呼吸器の機能の障害により家庭
能ヒ若 呼 吸 器 機 能 障 害 の身辺の日常生活活動が極度に制 内での日常生活活動が著しく制限
のトし 限されるもの されるもの
障免く
害疫は ぼ う こ う 又 は ぼうこう又は直腸の機能の障害 ぼうこう又は直腸の機能の障害
不呼 直 腸 の 機 能 障 害 により自己の身辺の日常生活活動 により家庭内での日常生活活動が
全吸 が極度に制限されるもの 著しく制限されるもの
ウ器
イ又 小腸の機能の障害により自己の 小腸の機能の障害により家庭内
ルは 小 腸 機 能 障 害 身辺の日常生活活動が極度に制限 での日常生活活動が著しく制限さ
スぼ されるもの れるもの
にう
よこ ヒト免疫不全ウイルス ヒト免疫不全ウイルスによる免 ヒト免疫不全ウイルスによる免 ヒト免疫不全ウイルスによる免
るう による免疫機能障害 疫の機能の障害により日常生活が 疫の機能の障害により日常生活が 疫の機能の障害により日常生活が
免若 ほとんど不可能なもの 極度に制限されるもの 著しく制限されるもの（社会での
疫し 日常生活活動が著しく制限される
若く ものを除く。）
しは

肝臓の機能の障害により日常生 肝臓の機能の障害により日常生 肝臓の機能の障害により日常生
肝 臓 機 能 障 害 活活動がほとんど不可能なもの 活活動が極度に制限されるもの 活活動が著しく制限されるもの

（社会での日常生活活動が著しく
制限されるものを除く。）

※ 等級欄の〔 〕書きは、障害者の雇用の促進等に関する法律上の区分です。
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４ 級〔身体障害者〕 ５ 級〔身体障害者〕

１ 視力の良い方の眼の視力が0.08以上0.1以下の １ 視力の良い方の眼の視力が0.2かつ他方の眼の視
もの（３級の２に該当するものを除く。） 力が0.02以下のもの

視 覚 障 害 ２ 周辺視野角度の総和が左右眼それぞれ80度以下 ２ 両眼による視野の２分の１以上が欠けているもの
のもの ３ 両眼中心視野角度が56度以下のもの

３ 両眼開放視認点数が70点以下のもの ４ 両眼開放視認点数が70点を超えかつ100点以下の
もの

５ 両眼中心視野視認点数が40点以下のもの

１ 両耳の聴力レベルが80デシベル以上のもの（耳
介に接しなければ話声語を理解し得ないもの）

の平聴 聴 覚 障 害 ２ 両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が50パ
障衡覚 ーセント以下のもの
害機又
能は

平衡機能障害 平衡機能の著しい障害

音 声 機 能 、 言 語 機 能 又 は 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の著しい障
そ し ゃ く 機 能 の 障 害 害

１ 両上肢のおや指を欠くもの １ 両上肢のおや指の機能の著しい障害
２ 両上肢のおや指の機能を全廃したもの ２ １上肢の肩関節、肘関節又は手関節のうち、いず
３ １上肢の肩関節、肘関節又は手関節のうち、い れか１関節の機能の著しい障害
ずれか１関節の機能を全廃したもの ３ １上肢のおや指を欠くもの

４ １上肢のおや指及びひとさし指を欠くもの ４ １上肢のおや指の機能を全廃したもの
５ １上肢のおや指及びひとさし指の機能を全廃し ５ １上肢のおや指及びひとさし指の機能の著しい障
たもの 害

上 肢 ６ おや指又はひとさし指を含めて１上肢の３指を ６ おや指又はひとさし指を含めて１上肢の３指の機
欠くもの 能の著しい障害

７ おや指又はひとさし指を含めて１上肢の３指の
機能を全廃したもの

肢 ８ おや指又はひとさし指を含めて１上肢の４指の
機能の著しい障害

体
１ 両下肢のすべての指を欠くもの １ １下肢の股関節又は膝関節の機能の著しい障害

不 ２ 両下肢のすべての指の機能を全廃したもの ２ １下肢の足関節の機能を全廃したもの
３ １下肢を下腿の２分の１以上で欠くもの ３ １下肢が健側に比して５センチメートル以上又は

自 下 肢 ４ １下肢の機能の著しい障害 健側の長さの15分の１以上短いもの
５ １下肢の股関節又は膝関節の機能を全廃したも

由 の
６ １下肢が健側に比して10センチメートル以上又
は健側の長さの10分の１以上短いもの

体 幹 体幹の機能の著しい障害

上肢 不随意運動・失調等による上肢の機能障害により 不随意運動・失調等による上肢の機能障害により社
乳幼児期以 社会での日常生活活動が著しく制限されるもの 会での日常生活活動に支障のあるもの
前の非進行 機能
性の脳病変
による運動 移動 不随意運動・失調等により社会での日常生活活動 不随意運動・失調等により社会での日常生活活動に
機能障害 が著しく制限されるもの 支障のあるもの

機能

心臓の機能の障害により社会での日常生活活動が
心 臓 機 能 障 害 著しく制限されるもの

く直心
は腸臓
肝、、
臓小じ じ ん 臓 機 能 障 害 じん臓の機能の障害により社会での日常生活活動
の腸ん が著しく制限されるもの
機、臓
能ヒ若
のトし 呼 吸 器 機 能 障 害 呼吸器の機能の障害により社会での日常生活活動
障免く が著しく制限されるもの
害疫は
不呼
全吸 ぼ う こ う 又 は ぼうこう又は直腸の機能の障害により社会での日
ウ器 直 腸 の 機 能 障 害 常生活活動が著しく制限されるもの
イ又
ルは
スぼ 小 腸 機 能 障 害 小腸の機能の障害により社会での日常生活活動が
にう 著しく制限されるもの
よこ
るう
免若 ヒト免疫不全ウイルス ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害に
疫し による免疫機能障害 より社会での日常生活活動が著しく制限されるもの
若く
しは

肝臓の機能の障害により社会での日常生活活動が
肝 臓 機 能 障 害 著しく制限されるもの
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障害が２以上重複する場合、身体障
６ 級〔身体障害者〕 ７級 害者、その他の場合、身体障害者に

は該当しない

視力の良い方の眼の視力が0.3以上0.6以下かつ
視 覚 障 害 他方の眼の視力が0.02以下のもの

１ 両耳の聴力レベルが70デシベル以上のもの（40
センチメートル以上の距離で発声された会話語を

の平聴 聴 覚 障 害 理解し得ないもの）
障衡覚 ２ １側耳の聴力レベルが90デシベル以上、他側耳
害機又 の聴力レベルが50デシベル以上のもの
能は

平衡機能障害

音 声 機 能 、 言 語 機 能 又 は
そ し ゃ く 機 能 の 障 害

１ １上肢のおや指の機能の著しい障害 １ １上肢の機能の軽度の障害
２ ひとさし指を含めて１上肢の２指を欠くもの ２ １上肢の肩関節、肘関節又は手関節のうち、いず
３ ひとさし指を含めて１上肢の２指の機能を全廃 れか１関節の機能の軽度の障害
したもの ３ １上肢の手指の機能の軽度の障害

４ ひとさし指を含めて１上肢の２指の機能の著しい
障害

上 肢 ５ １上肢のなか指、くすり指及び小指を欠くもの
６ １上肢のなか指、くすり指及び小指の機能を全廃
したもの

肢
１ １下肢をリスフラン関節以上で欠くもの １ 両下肢のすべての指の機能の著しい障害

体 ２ １下肢の足関節の機能の著しい障害 ２ １下肢の機能の軽度の障害
３ １下肢の股関節、膝関節又は足関節のうち、いず

不 れか１関節の機能の軽度の障害
下 肢 ４ １下肢のすべての指を欠くもの

自 ５ １下肢のすべての指の機能を全廃したもの
６ １下肢が健側に比して３センチメートル以上又は

由 健側の長さの20分の１以上短いもの

体 幹

乳幼児期以 上肢 不随意運動・失調等により上肢の機能の劣るもの 上肢に不随意運動・失調等を有するもの
前の非進行 機能
性の脳病変
による運動 移動 不随意運動・失調等により移動機能の劣るもの 下肢に不随意運動・失調等を有するもの
機能障害 機能

く直心
は腸臓 心 臓 機 能 障 害
肝、、
臓小じ
の腸ん
機、臓 じ ん 臓 機 能 障 害
能ヒ若
のトし
障免く 呼 吸 器 機 能 障 害
害疫は
不呼
全吸 ぼ う こ う 又 は
ウ器 直 腸 の 機 能 障 害
イ又
ルは 小 腸 機 能 障 害
スぼ
にう
よこ ヒト免疫不全ウイルス
るう による免疫機能障害
免若
疫し
若く
しは 肝 臓 機 能 障 害

１ 同一の等級について２つの重複する障害がある場合は、１級上の級とする。ただし、２つの重複する障害が特に本表中に指定せ
られているものは、該当等級とする。

備 ２ 肢体不自由者においては、７級に該当する障害が２以上重複する場合は、６級とする。
３ 異なる等級について２以上の重複する障害がある場合については、障害の程度を勘案して当該等級より上の級とすることができ
る。

４ 「指を欠くもの」とは、おや指については指骨間関節、その他の指については第１指骨間関節以上を欠くものをいう。
５ 「指の機能障害」とは、中手指節関節以下の障害をいい、おや指については、対抗運動障害をも含むものとする。
６ 上肢又は下肢欠損の断端の長さは、実用長（上腕においては腋窩より、大腿においては坐骨結節の高さより計測したもの）をもっ

考 て計測したものをいう。
７ 下肢の長さは、前腸骨棘より内くるぶし下端までを計測したものをいう。

（注）(1) 障害者の雇用の促進等に関する法律の対象となる身体障害は、原則として６級までの身体障害です。
(2) 重度障害者とは、障害程度等級表１級又は２級に該当する障害を有する者及び３級に該当する障害を２以上重複して有することによって２級
に相当する障害を有するとされる者をいいます。
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参 考　３

分類 分類

　Ａ　　農業、林業 　Ｉ　　卸売業、小売業

01 農　業 50 各種商品卸売業

02 林　業 51 繊維・衣服等卸売業

　Ｂ　　漁　　　業 52 飲食料品卸売業

03 漁業（水産養殖業を除く） 53 建築材料，鉱物・金属材料等卸売業

04 水産養殖業 54 機械器具卸売業

　Ｃ　　鉱業、採石業、砂利採取業 55 その他の卸売業

05 鉱業、採石業、砂利採取業 56 各種商品小売業

　Ｄ　建　設　業 57 織物・衣服・身の回り品小売業

06 総合工事業 58 飲食料品小売業

07 職別工事業（設備工事業を除く） 59 機械器具小売業

08 設備工事業 60 その他の小売業

　E　　製　造　業 61 無店舗小売業

09 食料品製造業 　Ｊ　　金融業、保険業

10 飲料・たばこ・飼料製造業 62 銀行業

11 繊維工業 63 協同組織金融業

12 木材・木製品製造業（家具を除く） 64 貸金業，クレジットカード業等非預金信用機関

13 家具・装備品製造業 65 金融商品取引業，商品先物取引業

14 パルプ・紙・紙加工品製造業 66 補助的金融業等

15 印刷・同関連業 67 保険業（保険媒介代理業，保険サービス業を含む）

16 化学工業 　Ｋ　　不動産業、物品賃貸業

17 石油製品・石炭製品製造業 68 不動産取引業

18 プラスチック製品製造業（別掲を除く） 69 不動産賃貸業・管理業

19 ゴム製品製造業 70 物品賃貸業

20 なめし革・同製品・毛皮製造業 　Ｌ　　学術研究、専門・技術サービス業

21 窯業・土石製品製造業 71 学術・開発研究機関

22 鉄鋼業 72 専門サービス業（他に分類されないもの）

23 非鉄金属製造業 73 広告業

24 金属製品製造業 74 技術サービス業（他に分類されないもの）

25 はん用機械器具製造業 　Ｍ　　宿泊業、飲食サービス業

26 生産用機械器具製造業 75 宿泊業

27 業務用機械器具製造業 76 飲食店

28 電子部品・デバイス・電子回路製造業 77 持ち帰り・配達飲食サービス業

29 電気機械器具製造業 　Ｎ　　生活関連サービス業、娯楽業

30 情報通信機械器具製造業 78 洗濯・理容・美容・浴場業

31 輸送用機械器具製造業 79 その他の生活関連サービス業

32 その他の製造業 80 娯楽業

　Ｆ　　電気・ガス・熱供給・水道業 　Ｏ　　教育、学習支援業

33 電気業 81 学校教育

34 ガス業 82 その他の教育，学習支援業

35 熱供給業 　Ｐ　　医療、福祉

36 水道業 83 医療業

　Ｇ　　情報通信業 84 保健衛生

37 通信業 85 社会保険・社会福祉・介護事業

38 放送業 　Ｑ　　複合サービス事業

39 情報サービス業 86 郵便局

40 インターネット附随サービス業 87 協同組合（他に分類されないもの）

41 映像・音声・文字情報制作業 　Ｒ　　サービス業（他に分類されないもの）

　Ｈ　　運輸業、郵便業 88 廃棄物処理業

42 鉄道業 89 自動車整備業

43 道路旅客運送業 90 機械等修理業（別掲を除く）

44 道路貨物運送業 91 職業紹介・労働者派遣業

45 水運業 92 その他の事業サービス業

46 航空運輸業 93 政治・経済・文化団体

47 倉庫業 94 宗　教

48 運輸に附帯するサービス業 95 その他のサービス業

49 郵便業（信書便事業を含む） 96 外国公務

　Ｓ　　公務（他に分類されるものを除く）

97 国家公務

98 地方公務

　Ｔ　　分類不能の産業

99 分類不能の産業

名　　　　　　　称 名　　　　　　　称

日本標準産業分類（中分類番号）表
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